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　消防本部では、梅雨の出水期を前に
して水防訓練を次のとおり実施します。
�����　５月27日（木）
　　　　　　午前10時～11時
�����　潮芦屋ビーチ西側
�����　市・消防本部・消防団
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　本年10月１日に実施する「国勢調査」の調査員を募集してい
ます。国勢調査は、５年に１度日本国内に住むすべての人を対
象に実施する大切な調査です。ご応募をお願いします。
�����　①市内に居住し、20歳以上で調査活動ができる健
康なかた②調査で知り得たことなど、秘密の保持ができるかた
③警察・選挙・税務事務に直接関係のないかた　������
�　説明会への出席（９月上旬予定）、調査票の配布・回収・提出
など（９月中旬～10月下旬）　���　１調査区３万９千円程
度予定※調査世帯数などにより、増減あり　�����　はが
きに、氏名・生年月日・住所・電話番号・職業・調査経験を明記し、
５月31日（月）までに下記へ※応募多数の場合は、選考の上決定
�����　６月中旬ごろに郵便で通知

�������	
������������������	
����

���　５月29日（土）午前10時～11時<雨天の場合は30日（日）
に順延>　���　市役所北広場花壇
�����　電話で５月21日（金）ま
でに管財・検査課へ（当日参加可）　
※植え替え準備作業については申し
　込み時にお問い合わせください。
※花苗は管財・検査課で用意します
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　市では、「芦屋シティグラフ」（Ａ４判・52ページ／全
カラー刷り）を発行・発売しています。
　芦屋の自然や歴史、芦屋ゆかりの芸術・文学・文化―。
それらに触れつつ散歩を楽しめるコースの紹介、行政の
動きや統計、また市内の医療機関一覧（地図）など盛りだ
くさんの情報を、写真170点のほかイラストや地図とと
もにわかりやすく掲載しています。ご活用ください。
�����　市役所行政情報コーナー・ラポルテ市民
サービスコーナー　���　300円　
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今
後
と
も
、「
市
民
マ
ナ
ー
条
例
」の
目
的
を

ご
理
解
い
た
だ
き
、皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。主
な
内
容
は
、次
の
と
お
り
で
す
。
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市
内
で
は
、上
記
の「
喫
煙
禁
止
区
域
」に
限

ら
ず
、道
路
や
公
園
な
ど
の
公
共
の
場
所
で
の

歩
行
喫
煙
は
禁
止
し
て
い
ま
す
。

　

た
ば
こ
の
火
は
約
八
百
度
に
も
達
す
る
と
い

わ
れ
、歩
き
な
が
ら
吸
う
そ
の
火
が
ち
ょ
う
ど

小
さ
な
子
ど
も
の
顔
面
を
か
す
め
る
高
さ
で
も

あ
り
、大
変
危
険
な
も
の
で
す
。ま
た
、た
ば
こ

の
副
流
煙
に
つ
い
て
も
周
囲
の
人
の
健
康
に
害

を
及
ぼ
す
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

動
喫
煙
の
恐
れ
が
あ
る
な
ど
、多
く
の
苦
情
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
変
更
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、こ
の
変
更
は「
喫
煙
禁
止
区
域
」そ
の

も
の
の
変
更
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

引
き
続
き
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

六
月
一
日
か
ら
、Ｊ
Ｒ
芦
屋
駅
周
辺
に
設
け

た「
喫
煙
禁
止
区
域
」内
喫
煙
場
所
を
、ペ
デ
ス

ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
の
一
カ
所
に
変
更
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、Ｊ
Ｒ
芦
屋
駅
南
側
に
設
置
し
て
い

る
喫
煙
場
所
が
、タ
ク
シ
ー
乗
り
場
に
近
く
、受
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自
転
車
に
乗
り
な
が
ら
の
喫
煙
を
含
め
、歩

行
喫
煙
は
決
し
て
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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市
内
の
道
路
や
公
園
な
ど
の
公
共
の
場
所

（
市
内
全
域
で
す
）で
は
、た
ば
こ
の
吸
殻
・
飲
み

物
の
空
き
缶
・
ビ
ン
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
食
べ
物

の
包
装
紙
・
紙
く
ず
な
ど
を
投
げ
捨
て
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。こ
う
し
た
行
為
に
対
し
て

罰
金（
十
万
円
以
下
）が
科
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
、条
例
で
は「
落
書
き
の
禁
止
」・「
飼

い
犬
の
ふ
ん
の
放
置
等
の
禁
止
」・「
夜
間
花
火

の
禁
止
」な
ど
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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　風が弱くて気温が高い比較的日射の強い日中に発生しやすい光化学
スモッグは、「目がチカチカする」「のどがいがらっぽい」など目やのどの刺激のほか、頭痛や吐き気・
息苦しい等の被害を及ぼす場合があるため、光化学スモッグ「注意報」や「警報」等を発令し、注意を

呼びかけています。今年度から、防災行政無線システムを使ってお知らせしま
すので、警報等が発令されたときには、次のような対処をお願いします。
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　平日（月～金曜日）　午前10時～午後７時
　土曜・日曜・祝日　午前10時～午後５時
����　５月20日（木）
�����　住民票の写し、印鑑証明書、戸
　籍全部・個人事項証明書、外国人登録原票
　記載事項証明書、市民税県民税課税証明
　書、固定資産課税台帳記載事項証明書など
�� � ��　土・日・祝日と、平日の午後５時30
分以降、除籍・改製原戸籍謄抄本、税務証明書等
の発行は、翌日以降の本庁開庁日になります。
各種届出・登録の手続きは、市役所市民課へ。

�����　５月22日（土）午後２時～３時30分
�����　市民センター 401室
�� � �　創傷の治療について
�����　芦屋病院外科・田中靖士医師ほか
������　200円
�����　直接会場へ
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��������	
��
���　難病のうち、症例数が少なく、原因が不明で治療方法も確立していない疾
患で、国・県が指定したものについて、受療を推進し、その原因を究明することを目
的として、患者の皆様の医療費を公費負担する制度です。このたび、間脳下垂体機能
障害など１１疾患が、新たに追加されました　�����　上記へ

��������	
�����
���　治療１回につき上限15万円、年度２回※通算５カ年度が限度　���　県
内に住所を有する法律上婚姻をしている夫婦で、指定医療機関で特定不妊治療を受
け、夫婦合算した前年の所得額が730万円未満、治療終了後３カ月以内のかた　��
���　上記へ��

� � � � � � � �

���　５月28日（金）午前９時～11時30分　
���　体育館・青少年センター
���　健康増進プログラムに基づく体力測定
　　　　（握力・脚力・バランス・柔軟性・持久力）　
���　20歳以上のかた＜要予約＞

����������������������������������������������������������������������������������������
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�����　５月23日（日）午前10時～午後３時
　　　　　　<雨天中止>
�����　ＪＲ芦屋駅北側ペデストリアンデッキ
�

　芦屋市商工会（�23-2071）・環境処理センターのエ
コ・フリーマーケットは、家庭の不要品や手作り品
を有効活用して、ごみの減量化・資源保護への関心
を高めることを目的としています。
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芦
屋
病
院
を

利
用
す
る
患
者

さ
ん
に
、
デ
ー

タ
を
正
確
に
早

く
提
供
で
き
る

よ
う
に
と
、検
査

科
内
の
分
析
機
器
が
、
昨
年
大
幅
に
更
新

さ
れ
ま
し
た
。
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■
血
液
中
の
い
ろ
い
ろ
な
酵
素
・
電
解
質
・

た
ん
白
質
等
を
測
る
生
化
学
分
析
機

■
肝
炎
感
染
の
有
無
、
腫
瘍
の
発
症
・
状

態
な
ど
を
測
る
免
疫
化
学
分
析
機

■
血
液
中
の
赤
血
球
、
白
血
球
、
血
小
板

な
ど
の
数
や
そ
の
分
類
ま
で
で
き
る

血
液
分
析
機

■
必
要
な
採
血
管
を
選
別
し
、
バ
ー
コ
ー

ド
を
貼
っ
て
出
て
く
る
採
血
管
準
備

装
置

　

ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な
分
析
機
が
あ

り
、
そ
れ
ら
の
機
器
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

シ
ス
テ
ム
で
つ
な
ぎ
、
分
析
測
定
し
、
確

認
・
報
告
を
し
て
い
ま
す
。

　

検
査
に
は
い
ろ
ん
な
な
項
目
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
基
準
値
が
あ
り
ま
す
。
分

析
機
の
性
能
向
上
に
よ
り
、

微
量
で
測
れ
、
再
現
性
も

よ
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

近
ご
ろ
話
題
の
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
症
候
群
の
診
断
に

お
い
て
、
循
環
器
学
会
・
糖

尿
病
学
会
な
ど
八
学
会
が

合
同
で
協
議
し
て
、
特
定
項

目
の
検
査
値
が
決
ま
り
ま

し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
検
査
値
が

決
め
ら
れ
、
そ
の
項
目
を

測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

診
断
・
治
療
の
指
標
と
し
て
活
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

当
院
で
は
、
緊
急
検
査
・
診
察
前
検
査

も
実
施
し
て
お
り
、
主
な
項
目
は
採
血
後

一
時
間
以
内
に
は
、
デ
ー
タ
が
確
認
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、心
電
図
や
エ
コ
ー（
超
音
波
）検

査
部
門
に
は
女
性
技
師
を
配
置
し
て
、女

性
で
も
気
後
れ
す
る
こ
と
な
く
検
査
で

き
る
よ
う
な
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。

　

な
か
で
も
エ
コ
ー
検
査
は
最
重
点
部

門
と
考
え
て
お
り
、現
在
の
頸
部
・
腹
部

に
加
え
、今
後
は
心
臓
部
・
小
児
科
分
野

な
ど
に
も
検
査
科
の
活
動
範
囲
を
拡
大

し
、医
師
の
負
担
軽
減
に
も
寄
与
し
て
い

く
予
定
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
検
査
技
師
は
、受
け
身
で
縁

の
下
の�
黒
子�
の
よ
う
な
役
割
で
業
務

を
こ
な
し
て
き
ま
し
た
が
、一
昨
年
か
ら

外
来
採
血
業
務
に
参
加
し
て
お
り
、今
後

と
も
、顔
の
見
え
る
技
師
と
し
て
、チ
ー

ム
医
療
に
、よ
り
一
層
、携
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
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2005年４月より
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① 血 清 脂 質 Ｔ Ｇ（中 性 脂 肪）：
150mg/ｄｌ以上、HDLコレステ
ロール40mg/ｄｌ未満のいずれ
かまたは両方
②血圧値：最高血圧130mmＨg以上、
最低血圧85mmＨg以上のいずれ
かまたは両方
③空腹時血糖：110mg/ｄｌ以上
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�５月30日（日）９時 ～ 17時　�＆�納
税相談・納税 ※北館地下１階・警備室で
手続き後に右記へ　�収税課（�38-2014）

�������	
���
�市内公立保育所　�勤務時間（平日）①
朝方勤務（７時30分～９時）②夕方勤務
（16時～19時）③朝・夕勤務（朝・夕セット）
�保育士有資格者　�こども課（�38-2045）
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�５月19日（水）①10時～11時30分②14時
30分～16時　�児童厚生員と自由遊び　
�２・３歳児①18名②12名　�前日の９
時30分から電話で右記へ　�上宮川文化
センター（�22-9229）

�������	
����
�５月20日（木）14時10分～15時30分　�
市役所分庁舎２階大会議室　�地上デジ
タル放送移行に係わる準備・注意点など
�兵庫県テレビ受信者支援センター職員
�若干名（一般）　�消費者協会（�38-
2179・経済課内）

�������	
�
�６月５日（土）午後１時30分～４時　�
＆�「仲間と過ごそうアクティブセカンド
ライフ」退職者および予定者にボランティ
ア・市民活動の仲間づくりの場やマッチン
グを提供　�＆�＆�あしや市民活動セ
ンター（�26-6452/�26-6453）

�������
�６月４日・11日・18日・25日（金）10時～
11時30分＜全４回＞　�市民センター
203室　�40人・託児あり（２歳以上の未
就学児）　�「子どもも大人も幸せな子育
てのために」　�夙川学院短期大学児童
教育学科准教授・古賀友也氏ほか　�
1,700円　�はがきまたはファクスに、住
所・氏名・電話番号（託児希望のかたは、幼
児の氏名・性別・年齢）を記入し、５月24日
（月）までに右記へ　�公民館（�35-0700/
�31-4998 〒659-0068 業平町8-24）

�������	
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��
�６月13日（日）13時20分～17時　�ル
ナ・ホール　�第１部<講演>「発達障が
いの子どもたち」／第２部<パネルトー
ク>「発達障がいのそれぞれの課題とこ
れから」　�＆� ５月31日（月）までに、
電話またはファクスで右記へ　�学校教
育課（�38-2087/�38-2089）
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�����     課税課管理担当�38-2015

������  課税課管理担当�38-2015

�����阪神南県民局西宮県税事務所
                　　　　　　　　�0798-39-6113
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